
関西国際空港進入灯施設
における点検橋塗装塗替
（24R）に関する工事委託

村田　有
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手
前3-1-41

令和5年8月24日
関西エアポート（株）
大阪府大阪市西区西
本町1-4-1

9120001194911

    関西国際空港進入灯施設は当
該業者が一体的に管理、運営する
ことが定められているため、会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3号の規定を適
用し、左記相手方と随意契約を締結
したものである。

267,564,000円 267,564,000円 100.0% 

関西国際空港2期進入灯
点検橋航路標識灯更新に
関する工事委託

村田　有
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手
前3-1-41

令和5年8月24日
関西エアポート（株）
大阪府大阪市西区西
本町1-4-1

9120001194912

　  関西国際空港進入灯施設は当
該業者が一体的に管理、運営する
ことが定められているため、会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3号の規定を適
用し、左記相手方と随意契約を締結
したものである。

126,500,000円 126,500,000円 100.0% 

那覇第1ＴＳＲペデスタル
等オーバーホールその他
作業

村田　有
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手
前3-1-41

令和5年8月31日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

    本作業を適切かつ確実に履行で
きる者は、当該装置の製造業者で
あり、本作業を実施するために必要
な知的財産権及び技術情報を有し
ている当該業者のみであるため、会
計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第3号の規定
を適用し、左記相手方と随意契約を
締結したものである。

23,970,412円 23,760,000円 99.1% 

宮古空港ＣＣＰ装置調整
作業

村田　有
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手
前3-1-41

令和5年8月8日
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門1-
7-12

7010401006126

   本作業を適切かつ確実に履行で
きる者は、当該装置の製造業者で
あり、本作業を実施するために必要
な知的財産権及び技術情報を有し
ている当該業者のみであるため、会
計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第4号の規定
を適用し、左記相手方と随意契約を
締結したものである。

1,590,046円 1,375,000円 86.4% 

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ

の所属する部局の名称及び所在
地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
随意契約によることとした会計法令の根

拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号



令和5年度 宮古島ＳＳＲペ
デスタル外3点交換その他
作業

村田　有
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手
前3-1-41

令和5年8月17日

東芝インフラシステム
ズ（株）
神奈川県川崎市幸区
堀川町72番地34

2011101014084

   本作業を適切かつ確実に履行で
きる者は、当該装置の製造業者で
あり、本作業を実施するために必要
な知的財産権及び技術情報を有し
ている当該業者のみであるため、会
計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第3号の規定
を適用し、左記相手方と随意契約を
締結したものである。

9,486,765円 8,998,000円 94.8% 

関西空港事務所管制塔エ
レベータ修繕作業

仲田　貴文
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州
空港中1番地

令和5年8月25日
（株）エイビック
大阪府和泉市黒鳥町
3丁目4番8号

5120101043492

   本作業にかかる装置の早期復旧
のためには装置に関する高度な専
門的知識を有した技術者は必要で
あることから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の
4第3号の規定を適用し、左記相手
方と随意契約を締結したものであ
る。

3,054,700円 3,054,700円 100.0% 

熊本空港非常用レーダー
装置調整作業

山内   武則
熊本県上益城郡益城町大
字小谷

令和5年8月28日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

    本作業を適切かつ確実に履行で
きる者は、当該装置の製造業者で
あり、本作業を実施するために必要
な知的財産権及び技術情報を有し
ている当該業者のみであるため、会
計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第3号の規定
を適用し、左記相手方と随意契約を
締結したものである。

5,654,965円 5,500,000円 97.3% 

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


	様式2-4

